
定額減税補足給付金は 2 種類ある   扶養判定日は２種類ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１】Ｒ６年６月 ➡ 調整給付（Ｒ５年の申告をもとに引ききれないと見込まれる個人に自治体より） 

【２】Ｒ７年６月 ➡ 不足額給付（Ｒ６年の申告をもとに不足額を個人に自治体より） 

★過払いとなる場合は、追徴の必要なし！（二重どりＯＫ）☚ これが給付金との違い！ 

（例）Ｒ６年で所得が増加した場合や扶養家族が減った場合 

 

【３】扶養判定日の違いにより、所得税のみ住民税のみの定額減税の人が生じる場合がある 


